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令和７年１月２４日（金） 

 

 

 

 

 

 

令和７年 

 

 

第１回（定例会）東かがわ市教育委員会議 

 

 

会議録 
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出席構成員

 

 
東かがわ市教育長 松浦　隆夫

 
委員（教育長職務代理者） 山本　勝博

 

委員

水口　　実

 
樫原　文子

 
安冨　安代

 
欠席構成員

 

 
委員

 
説明のため会議に出席した者の職氏名

 

 教育部長 片山　竜治 教育総務課　副主幹 山崎　史暁

 教育総務課長 中川　晃代

 生涯学習課長 上枝　勉

 保育教育課長 六車　輝典

 教育総務課　主幹 岸本　禎

 生涯学習課　副主幹 工藤　功雄

 教育総務課　副主幹 鎌田　紘行

 
職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

 

 
会議録署名人

 
教育長　松浦　隆夫　　山本　委員

 
事務局担当書記 教育総務課長　中川　晃代

 【特記事項】　傍聴人：０人
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議　事　日　程 
 

 

 
日程第１ 会議録署名委員の指名について

 
日程第２ 会期の決定について

 
日程第３ 令和６年第１３回（定例会）東かがわ市教育委員会会議録の承認について

 
日程第４ 教育長報告

 
日程第５ 議案 第１号

東かがわ市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定
について

 
日程第６ 議案 第２号

東かがわ市コミュニケーション教育アドバイザー設置要綱の制定に
ついて

 
日程第７ 議案 第３号

東かがわ市英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する告示につい
て

 
日程第８ 協議 第１号

東かがわ市保育の必要性の認定に関する条例施行規則の一部改正に
ついて

 
日程第９ 協議 第２号

東かがわ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正について

 
日程第 10 協議 第３号 東かがわ市教育委員会表彰について

 
日程第 11 報告 第１号 令和６年度香川県学習状況調査の結果について
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【議　事　内　容】 

 
 

（午後　３時１０分　開会） 
 
■日程第１　会議録署名委員の指名について 
　教育長が、本会議の会議規則第６条の規定に基づき、松浦教育長と委員の中から１名、

山本委員を指名。 
 
■日程第２　会期の決定について 
　教育長から、本会議の会期について１日でよいか意見を求める。 
<質疑> 
○　委員　　１日で了承。 
 
■日程第３　令和６年第１３回（定例会）東かがわ市教育委員会会議録の承認について 
　教育総務課　中川課長から会議録について説明。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第４　教育長報告 
　松浦教育長から、１月に出席した行事や今後の予定等について報告し、質疑を求める。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第５　議案　第１号　東かがわ市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

の制定について 
　生涯学習課　工藤副主幹が説明。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第６　議案　第２号　東かがわ市コミュニケーション教育アドバイザー設置要綱の

制定について 
教育総務課　岸本主幹が説明。 

<質疑> 
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■日程第７　議案　第３号　東かがわ市英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する告示

について 
教育総務課　鎌田副主幹が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第８　協議　第１号　東かがわ市保育の必要性の認定に関する条例施行規則の一部

改正について 
　保育教育課　六車課長が説明。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第９　協議　第２号　東かがわ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 
　保育教育課　六車課長が説明。 

 
■日程第 10　協議　第３号　東かがわ市教育委員会表彰について 
教育総務課　山崎副主幹が説明。 

<質疑> 

 ○　山本委員 第４条に「委員の任期は１年以内とする。」とありますが、「１年」

ではないのですか。

 ○　岸本主幹 委員として毎年度委嘱する時期が年度の途中となるため「１年以

内」としています。

 ○　上枝課長 他の要綱にも同様の表記がごさいまして、最大１年の任期という

意味で「１年以内」という表記としています。

 ○　安冨委員 第２条の「こども園の職員、保護者等に対して」とありますが、

保護者にも指導や助言を頂けるということですか。

 ○　岸本主幹 出来ましたら公開授業として保護者の方にも見て頂くことから

始めていきたいと考えています。

 ○　山本委員 「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に変えるということですか。

 ○　六車課長 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

に基づいて、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改めるもの

です。

 ○　安冨委員 推薦人数についての規定は無いのですか。

 ○　教育長 推薦人数に制限はありません。
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■日程第 11　報告　第１号　令和６年度香川県学習状況調査の結果について 
教育総務課　山崎副主幹が説明。 

<質疑> 

 

 ○　山本委員 無回答というのは、時間が無くてなのか、分からなかったのか、

理由はあるんですか。

 ○　山崎副主幹 問題数自体は多くありませんので、時間がないというよりは、分

からないからというのが多いと思います。

 　 　
午後　４時　５分　閉会

　 　

 　 　 　 　


